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に
関
す
る
質
問
に
対
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紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
朝
鮮
総
連
か
ら
の
債
権
回
収
の
現
状
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
に
、
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
に

よ
る
朝
鮮
総
聯 れ

ん

か
ら
の
債
権
回
収
の
実
績
は
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
遅
延
損
害
金
は
、
約

七
十
三
億
円
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
案
に
応
じ
て
裁
判
所
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と

し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 
 

な
お
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
債

権
者
は
、
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
債
務
者
が
同
法
第
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
十
九
条
の
要
件
を
満
た
す
「
法
人
で
な
い
社
団
」
で
あ



 

２ 

 

る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。 


